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論　　説

　抄　録　事業活動のグローバル化や働く女性が増加する中で，企業人材のダイバーシティ化が進ん
でいる。また年金支給開始年齢の引き上げによるシニアの増加も今後予測される。企業活動において
は，女性向け商品の開発に女性が参画するなどダイバーシティ化を活用した例が聞かれる。そこで，
知財部門（知財業務）特有のダイバーシティ化の効果や活用があるかを，５つの多様性人材の切り口
（外国人，女性，シニアほか）からアンケートによる実態調査の結果も参照し検討した。論説ではこ
れら多様性人材を個人的活用から組織的活用に進め知財部門の組織力を強化するための環境整備や人
材活用マネジメントはどうあるべきかを考察した。
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1 ．	はじめに

事業活動のグローバル化により企業の国内拠
点においても外国人が増えつつある。また働く
女性の増加や，年金支給開始年齢の引き上げに

よるシニアの増加も今後予想され，企業人材の
ダイバーシティ化は確実に進んでくる。
経営環境が激しく変化する中で，企業活動に

おける課題提起・解決方法策定・イノベーショ
ン実現などには色々な考え方や意見を持つ多様
性人材（ダイバーシティ化）の活用マネジメン
トが重要と言われており，多様な人材参画を商
品開発で有効活用し売上に貢献したとの例も聞
かれる。
このような状況において，知財部門（知財業

務）におけるダイバーシティ化の実態と，知財
部門特有の多様な人材の活用マネジメントはど
うあるべきかを，アンケートによる実態調査も
踏まえて検討した（図１）。
一般的に多様性とは，国籍・性別・年齢など

の表層の多様性と，専門性・スキル・性格・個
性・心情などの深層の多様性に分類され，数多
くの切り口があるが，ここでは知財部門におけ
る人材活用マネジメントの視点から，後述する
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５つの切り口に着目し検討することとした。

2 ．	知財部門のダイバーシティ人材

2．1　選定・定義

本論説では，知財部門におけるダイバーシテ
ィとして，まずは①外国人（国内拠点），②女性，
③シニアに着目した。これらは企業としての多
様性展開が知財部門にどのように進展している
か，知財部門特有の効果や活用があるかを確認
するために選定した。
加えて，知財部門特有の視点として，④企業

弁理士（知財の専門性人材），⑤異部門経験者（マ
ネジメント力育成に必要とされる人材）に着目
した。これらは知財部門の人材マネジメントに
おいて，専門性とマネジメント力の一側面とし
て多様性の活用マネジメントがあるかを確認す
るために選定した。
詳細な定義やアンケート項目などはそれぞれ
の実態調査・分析の章で説明する。
また，各人材の効果や活用においては，単に

「いる」・「いない」の活用だけでなく，その人
材が持つ能力・ポテンシャルも想定してそれが
活用されているかを検討している。なお，前提
として各人材は知財部員として知財業務能力を
持っていると考える。

2．2　全体認識（現状と今後）

詳細分析に先立ち多様性進展の現状と今後の

自己認識についてのアンケート結果（図２）を
紹介する。

図２に示すとおり，女性については活用が進
んでいるとの認識が高いが，外国人については
進んでいない結果となっている。後述のとおり
外国人「有」回答42％の状況の中でこの様に多
様性が進んでいないと認識する要因はどこにあ
るのだろうか。
シニアについては，すでにある程度活用が進
んでいるとの認識であるが，今後増加するとの
回答でもあり，現状の延長で活用・効果が維持
発展すると考えて良いのだろうか。
また，企業弁理士，異部門経験者については，
現状は低いが今後増加するとの回答である。増
加した際の活用計画は明確になっているのだろ
うか。
このように，今後ますます人材の多様性が進

んでくる中で，事業に貢献するための知財部門
特有のダイバーシティがあるのか，またダイバ
ーシティのシナジー効果を得られる人材活用マ
ネジメントがあるのかを次章で検討していく。
本論説では多様性を持つ人材個々の活用から

図１　研究の狙い
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図２　多様性の自己認識（現状と今後）
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知財部門の組織としての効果・活用に波及して
いるかの視点（活用レベル）で検討している。
その意味で知財部門に限らない企業一般的なダ
イバーシティの効果・活用や課題については
種々の文献もあることから説明を最小限に止め
ている。
なお，表１～表３の企業業種別，知財人員規
模別，知財部門職種別での分析も行った。

2．3　アンケート対象範囲

今回使用しているアンケート結果は，2012年
度の知的財産マネジメント委員会の各委員企業
からの回答（50社）によるものである。業種や
知財部門の組織規模なども異なっており，ある
程度の全体傾向が見られると判断し，本論説で
はこの結果も参照して説明する。

3 ．	ダイバーシティ化の実態調査・分析

3．1　外国人

研究開発拠点のグローバル化や外国企業との
M&Aなど企業のグローバル展開に伴い，知財
部門においても外国拠点を設けたり，国内拠点
で外国人を登用したりと知財部門のグローバル
化が進んできている。
そこで，知財部門における外国人の活用状況，
組織多様化の視点でのその効果および課題を確
認するため，対象を日本国内拠点としたアンケ

ート調査を行った。
１）アンケート結果
アンケート回答によれば，外国人「有」と回
答した企業は42％であった。厚生労働省が2008
年に行った同種の調査（2008年12月８日報道発
表「一部上場企業本社における外国人社員の活
用実態に関するアンケート調査」）では，52.2
％が「有」と回答している。厚生労働省調査が
生産部門従業者を完全には排除していないので
単純に比較はできないが，知財部門における外
国人在籍の企業比率は企業全体におけるそれと
比べて若干低い。
次に知財部門が今後どのような能力を有する
外国人を必要としているのか，知財部門の職種
別に調査した。その結果，全体としては実務能
力重視（約54％）＞資格重視（約32％）＞語学
能力重視（約14％）の順となっていた。知財部
門における外国人の活用は，初期の文書翻訳な
どのサポート業務から，知財業務そのものを担
当する時期に入っているといえよう。
つぎに図３に実務重視型の職種別の調査結果

を示す。人員数維持または増加の意識が高く，
削減方向の回答は無かった。これは外国人の価
値をこれら職種に見出しているためと考えられ
る。

２）外国人活用の効果・課題
次に知財部門での活用効果であるが，外国人

表１　企業業種　種別

化学・医療・建設 20社
電気機器 21社
金属機械 ９社

表３　		知財部門職種　
種別

マネジメント（管理職）
企画・戦略
渉外・知財法務・契約
特許実務
意匠・商標実務
調査
事務管理

表２　知財人員規模　種別

小規模 20人以上 19社
中規模 21人以上～100人以下 23社
大規模 101人以上 ８社

図３　外国人の活用目的（実務重視詳細）
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が知財部門に与える多様性効果の波及度合（活
用レベル）を仮定し調査をした。
活用効果に対する回答は，外国人「有」の企

業の７割から回答（複数回答）があった（図４）。
全体としてみた場合，知財部門の不足スキル

の補完（活用レベル①／多様化以前），業務を
通して得た本人の保有情報・スキルを部署・部
門で共有（活用レベル②／多様化前段階）と回
答した数が多く，多くの知財部門が，組織への
多様性効果の波及に至る前段階にあるという認
識となった。これらに比べ，多様性活用面から
より高度と想定した他の知財部員個人への影響
（日本人担当の業務にグローバル視点が定着）
（活用レベル③／多様化初期）や，部門方針へ
の影響（日本・外国の双方の視点を盛り込んだ
業務の推進，知財部門の方針策定に参画）（活
用レベル④／多様化定着，⑤／多様化発展）を
実感している企業は今回の調査では回答数が少
なかった。今後日本人知財担当と業務で接する

機会が多くなる実務重視型の外国人の活用が増
加していけば，より多様な活用効果を実感する
機会が増え，回答分布も変化すると考えられる。
われわれはこれら活用レベル④，⑤が外国人

の多様性を組織的に活用した段階であり，これ
ら活用レベルがあるべき姿と考えた。そのため
には，日本人知財担当者と外国人知財担当者と
が日々共同して知財業務に当たる機会を増やす
部門運営などのマネジメントを意識する必要が
あるといえる。例えば，特定の課題（外国知財
戦略，外国渉外案件等）について外国人と日本
人とでワーキンググループ（WG）体制を構築
し，お互いの価値観を率直にぶつけ合うという
日々の業務の積み重ねが，外国人の多様性効果
を知財部門に定着させる近道と考える。
一方で，外国人の活用課題についてもいくつ

か想定される選択肢（複数回答可）を挙げて調
査した。結果，知財部門特有の課題の回答はな
く，職場定着率，日本人側との意識差など外国

図４　外国人の活用効果（業種別・知財部門規模別）
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人を活用するうえでの共通課題があげられてい
た。外国人が知財部門にもたらす効果はまだ個
人レベルが殆どで組織への波及に至っていない
ことと関係があると思われる。組織への多様化
効果が波及してくれば，それに伴い課題も顕在
化してくると思われる。
ではどのようにすればよいのか。外国人を活
用するうえでは効果と課題とを意識しながら効
果が上回るようなマネジメントをしていくこと
が必要である。それには社内外の他部門の具体
的事例を参考に結果をおそれずマネジメントし
ていくことが解決の早道かもしれない。
例えば，日本人社会で外国人が能力を発揮す
るために，バックアップ制度であるダイバーシ
ティ制度の拡充（例：コミュニケーション，ワ
ークライフバランス（WLB）等）をしつつ，
成果を国籍に関係なく平等に評価することもひ
とつである。これによって組織として外国人の
多様性活用を定着，発展できるものと考える。
これらは知財部門特有のことでなく企業全体に
関する基本的な対応である。多様性活用の先進
といわれる企業や部門の事例を広く，積極的に
取り込む中で，知財部門の外国人が多様性面で
貢献することになると考える。

3．2　女　　性

女性の活用は，ダイバーシティ化を推進する
うえでの試金石として，行政，企業ともに様々
な試みがなされている。現在では，結婚や出産
を理由に離職する女性は減少しつつあるが，多
くの女性は，家族の状況とともにライフスタイ
ルや価値観，望む勤務形態等が変化していくた
め，女性を活用するうえでは，働き続けやすい
職場環境とモチベーションの維持が重要といわ
れている１）。知財業務は開発部門，営業部門に
比べて男女差の影響（体力格差，ライフステー
ジの変化への対応）を比較的受けにくく，また
専門性も高い職種であることから，女性を活用

し易い職場ではないかと思われるが，その実態
を把握すべく，職種別の活用状況と活用におけ
る効果と課題について，アンケート調査を行っ
た。職種別では，事務管理～マネジメントまで
の７種の職種を，アシスタント業務，エキスパ
ート業務，マネジメント業務の３つに分類した。
１）アンケート結果
アンケート結果（図５）によれば，知財職種
別で，女性の進出がもっとも進んでいる職種は，
アシスタント業務である事務管理，次いでエキ
スパート業務である意匠・商標実務，渉外・法
務・契約，特許実務であった。エキスパート業
務のうち，これら３職種の女性進出率はいずれ
も70％前後であったが，女性比率が31％超の職
種としては，意匠・商標実務が最も高かった。
これは，特許実務の方が意匠・商標実務に比
べて技術的要素を求められるため，理系出身者
が多く，母集団となる大学や会社での女性比率
がもともと少ないことが影響しているものと思
われる。

次に，知財部門の規模に女性進出率が左右さ
れるか確認する為，知財部門の規模毎に職種を
わけた（図６）。中小規模の知財は，大規模な
知財に比べ，全体的に女性比率が少なく，特に
エキスパート業務，マネジメント業務において
は，女性の進出比率が０％と回答した企業が，
全体の約半数あった。大規模知財では，全ての

図５　女性の知財職種割合
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職種において女性の進出がみられるが，マネジ
メント業務においては０％という企業もあっ
た。これらのことから，中小規模の知財は，全
体的に女性活用の余地があり，大規模知財は，
マネジメント業務に課題があると思われる。
そして，今回のアンケートで女性の進出が最

も進んでいない職種は，企画・戦略，マネジメ
ント（管理職）といったマネジメント業務であ
った。総務省が行った同種の調査（「平成21年
度　雇用均等基本調査」）では女性管理職の割
合は係長相当職で11％といわれている。知財部
門における管理職の女性比率が10％超の企業
は，全体の20％強と比較的少ないうえ，大規模
知財においては，女性比率が10％超とした企業
はなく，約90％が10％以下と回答している。こ
れらのことから，知財部門は他の部門に比べあ
まり進んでおらず，その傾向は，知財部門の規
模が大きくなるほど強いといえる。
その他，女性の進出に対する知財部門として

の効果と課題についてのアンケートでは，効果
の上位として，「業務レベルの向上」と「良質
な人材の確保」が約40％強，次に「性差はない」
が約25％，課題の上位としては，「急な時間外
労働の対応に対する難しさ」が約40％強であっ
た。これら課題と効果は知財部門特有のものと
は言いがたいが，「性差はない」が効果の上位
であったのは，エキスパート業務が多い，知財
特有の結果といえるのではないだろうか。
２）女性の活用度と課題

女性の活用度としては，様々な知財職種に対
する女性の進出度合いがひとつの目安になると
思われる。現在の知財部門の女性活用レベルは
どの位なのか，当小委員会では，女性活用レベ
ルを表４に示すとおり多様化初期，多様化定着，
多様化発展の３つの段階に分類し，アンケート
結果をもとにその傾向を分析した。その結果，
現在の知財部門の多くは，未だ多様化初期（特
定の偏った職種でのみ女性が活用）であると考
えられた。多様化の目的の一つに，組織として
の成果（生産性の向上，競争力強化等）がある
が，多様化初期では，業務レベルの成果は多々
あっても，組織全体としての成果は少ないと思
われる。多様化初期から発展に向かうためにも，
女性活用のレベルを更に高める必要があるだろ
う。
では女性活用レベルを高めるには，どうすれ
ばよいだろうか。対策の一つとして，エキスパ
ート業務全体での，女性比率の底上げがある。
これにより，将来的にはエキスパート業務の女

図６　女性の知財職種割合（知財規模別）
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表４　組織的女性活用レベル

活用レベル 活用例

多様化初期
特定の偏った職種でのみ，女性が活用。
（例：アシスタント業務，エキスパート
業務のみ）

多様化定着
様々な職種に，まんべんなく女性が活用。
（例：アシスタント業務＋エキスパート
業務）

多様化発展 マネジメント層でも，男性と遜色なく，
一定の比率で女性が活用。
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性の中から，マネジメント層候補をみつけて育
成することも可能だろう。母数を増やす事が，
ひいては女性活用レベルを高めることにつなが
るのではないだろうか。
さて，母数を増やすためには，様々なWLB
の要望に対応できる職場環境が重要だが，マネ
ジメントのうえでは，知財部門としてアウトプ
ットしていく品質も向上していかなくてはなら
ない。これには，個々に仕事に対するやりがい
を持っていることが重要だが，企業内での専門
性が求められる知財部門は，そのやりがいを提
供できる部門ではないだろうか。図７に女性の
キャリアの一例を示す。
このキャリア例では，出産・育児による休職

期間は自身のスキルアップを行う期間として，
弁理士等の資格取得にチャレンジする期間とし
た。また，復帰後にはサテライト勤務等のフレ
キシブルな勤務体制を整え，WLBに応じて働
くうえでの選択肢を広げている。キャリア志向
があるのであれば，知財協委員会への参加等，
育成手段として外部での他流試合をさせるのも
よい。このように，個々の生活スタイルや求め
るキャリアに沿った形での知財専門性を高める
マネジメントが，結果として知財部門としての
組織力を高めることになる。今後，女性社員が
増えるのは必然である。他部門より率先した女性
の活用が，より優秀な女性の確保と維持につな
がり，ひいては知財部門の成果に繋がるだろう。

3．3　シ ニ ア

少子高齢化の進展によって減少する労働人口
をカバーするとともに，高年齢者が培った知識
と経験を企業で継続活用できるようにする目的
で，「高齢者雇用安定法（高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律の一部を改正する法律）」
が設けられ，事業主は65歳までの高年齢者の安
定した雇用を確保することが義務付けられてい
る。当然のことながらこれと連動し，知財部門
における高年齢化への対応も避けては通れな
い。
そこで，知財部門におけるこの高年齢層の活
用状況，組織多様化の視点でのその効果および
課題を確認するため，アンケート調査を行った。
１）アンケートの内容
今回のアンケートでは，シニアを「定年退職

後の再雇用者，定年延長により継続雇用される
者，或いは一定の高齢年齢への到達に伴い役割
（役職定年等）又は雇用形態を変更して新たに
継続雇用される者」と定義して調査を行った。
アンケートでは，先ず，シニアの現時点にお

ける活用状況として，前出の表３の各職種別に
シニアの有無と今後の方向性（増加，維持，減
少，未定）を確認した。
続いて，各社が認識している組織多様化の視
点でのその効果（活用レベル）を，義務による
もの・消極的なもの～個人レベルで発揮される
効果～組織レベルに波及して発揮される効果ま
で，予め幾つかレベルを想定した選択肢（複数
回答可）を設けて確認した（表５）。

図７　女性のキャリア例
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最後に，各社が認識している組織多様化の視
点でのその課題（活用課題）を，シニア該当者
の個人的資質の問題～組織への漠然とした悪影
響～組織的副作用（明らかなもの）まで，幾つ
か予想されうる選択肢（複数回答可）を挙げて
確認した（表６）。

表６　シニア活用課題に応じた選択肢

シニア活用課題 回答選択肢の概要

① 個人的資質Ⅰ
シニア人材のバックグラウンド
（元上司である等）による仕事の
やりにくさ

② 個人的資質Ⅱ
シニア人材の適応力の問題（新し
い環境，技術に適応しにくい等）
による，個としての業務効率の低下

③ 組織への漠然
とした影響

シニア人材の存在による，部門全
体のモチベーションの低下

④ 組織的副作用
Ⅰ

シニア人材がいることにより，か
えって後進が育たない

⑤ 組織的副作用
Ⅱ

シニア人材がいることにより，若
手人材の確保・採用（組織の新陳
代謝）が難しい

２）アンケート結果
アンケート結果によれば，シニア「有」と回
答した企業が70％であり，職種別では「特許実
務」，「調査」，「渉外・知財法務・契約」の順で
上位であった。知財部門でもシニア人材の存在
が一般的になってきつつあることが伺える。
更に，シニアを有している企業においては，

「増加」と「維持」が47％であり（「減少」は僅
か５％），今後も継続的にシニアを活用するこ
とを考えている一方，シニアを有していない企
業においては，「未定」と「維持」が95％であり，
シニアについての活用が進められていない現状
が見てとれる。
次に，「活用レベル」の回答では，図８のと
おり個人レベル（レベル④）の選択肢が最多と
なっており，職種の回答と併せ考えると，その
培った知識と経験を有効に継続活用しようとし
ている企業が既に相当数ある状況が伺える。
しかしながら，組織レベル（レベル⑤，⑥）
の回答を合計しても少なく，まだまだ組織レベ
ルでの活用には至っていないように見受けられ
る。また同時に，義務的・消極的なもの（レベ
ル①～③）の選択肢を挙げた企業も，合わせれ
ば個人レベルでの活用と同程度あり，シニアの
活用がまだ始まっていない企業（アンケートで
は30％）と併せ，これから活用施策を検討して
いくべき企業も多い。

一方でその活用にあたっては，図９のとおり
大きく分けて二つの課題，つまりシニア該当者
の個人的資質の問題（課題①，②）と，シニア
を確保することでそれ以外の人材確保・育成に
対して悪影響を及ぼすという組織的副作用（課
題④，⑤）とに留意すべきことが明らかになっ
ている。

図８　シニアの活用レベル
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①単なる雇用維持目的（定年延長等への対応）

②単なるリソース不足への対応のため

③業務・スキルの円滑な引き継ぎのため

④保有するスキルを一スタッフとして継続活用

⑤保有する人的ネットワークを部門として
　継続活用

⑥指導者的・メンター的役割として継続活用

表５　シニア活用レベルに応じた選択肢

シニア活用
レベル 回答選択肢の概要

① 義務，社会的
要請

単なる雇用維持目的（定年延長等
への対応）

② 消極的Ⅰ 単なるリソース不足への対応のため

③ 消極的Ⅱ 業務・スキルの円滑な引き継ぎの
ため

④ 個人レベル 保有するスキルを一スタッフとし
て継続活用

⑤ 組織レベルⅠ 保有する人的ネットワークを部門
として継続活用

⑥ 組織レベルⅡ 指導者的・メンター的役割として
継続活用
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特に後者は，シニアの確保が，逆にダイバー
シティ阻害要因にも繋がり得ることを示してい
る。これらは何も知財部門に限って見られる課
題ではなく，通常の人材活用マネジメントにお
ける共通課題であろう２）。
３）考　察
知財部門としても，これから益々増加するこ
とが想定されるシニアを，その培った知識と経
験を継続活用していくことはもちろん，人事部
門とも連携し，人材適正配置や部門を跨いだロ
ーテーションなど全社的な人材活用に貢献する
ことが求められる。その際は少なくとも組織多
様化を阻害しないように充分留意しながらマネ
ジメントしていくことが肝要であろう。
知財業務においては，長年の経験を積み重ね

たシニアのスキル（知識・経験・ノウハウの積
み重ね）を単純に継続活用（個人レベルの活用）
することでも一定の成果は期待できなくもな
い。しかしそれでは組織にそのスキルが還元さ
れる機会は少なく，組織活性化に貢献するとは
言い難いうえ，組織多様化を阻害するおそれも
ある。つまり，ダイバーシティの活用という観
点に立てば，一歩進めた組織的活用が必要であ
る。例えば，対外交渉や訴訟のケースにおいて
経験の少ない若手と組み育成していくといった
直接的なスキルの伝承はもちろん，これに加え，
保有するスキルを可視化し（個人にではなく）
組織に還元する。更にそれを組織内に拡散する

役割を担わせたり，シニア移行以前の担当業務
とは異なるフィールドに配置し刺激を与える人
材として活用したり，培ったスキルを生かし社
内コンサルタント的に活用するなど，組織レベ
ルに活用の効果が発揮されるよう活用施策を工
夫することが必要ではないだろうか。

3．4　企業弁理士

知財部門は，社内における知財専門部署とし
て，組織としてその専門性を高めていくことが
必要不可欠であり，それを支える知財人材個人
としても専門性の向上が求められている。同時
に，この専門性（専門知識）を持った人材は，
多様なスキルを持った人材という観点から，人
材多様化の一要素をも担っているとも考えら
れ，ここに知財部門に特有の状況が現れている
かもしれない。この知財部門における専門性を
持った人材の一つの切り口が企業内で勤務する
弁理士（企業弁理士）であることについては，
大きな異論はないであろう。一方で，相当数の
企業において，弁理士資格を有する知財部員も，
他の無資格の知財部員と全く同じ業務を行って
おり，資格（専門性・専門知識）が有効には活用
されていない旨の指摘も聞かれるところであり，
人材多様化の観点から，企業弁理士がどのよう
に活用されているか気にかかるところである。
そこで，知財部門におけるこの企業弁理士の
活用状況，人材多様化の視点でのその効果およ
び課題を確認するためアンケート調査を行った。
１）アンケートの内容
アンケートでは，先ず，企業弁理士の現時点
における活用状況として，企業弁理士の有無と
今後の方向性（増加，維持，減少，未定），更
に弁理士資格取得者（取得希望者，最終試験合
格者）への優遇措置の有無を確認した。
続いて，各社が認識している人材多様化の視
点でのその効果（活用レベル）を，消極的・単
純資格利用～個人レベルで発揮する効果～組織

図９　シニアの活用課題
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回答数

①シニア人材のバックグラウンド（元上司で
　ある等）による仕事のやりにくさ

②シニア人材の適応力の問題（新しい環境、
　技術に適応しにくい等）による、個として
　の業務効率の低下

③シニア人材の存在による、部門全体のモチ
　ベーションの低下

④シニア人材がいることにより、かえって後進
　が育たない

⑤シニア人材がいることにより、若手人材の
　確保・採用（組織の新陳代謝）が難しい
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レベルに波及して発揮する効果まで，予め幾つ
かレベルを想定した選択肢（複数回答可）を設
けて確認した（表７）。

表７　企業弁理士活用レベルに応じた選択肢

企業弁理士活用
レベル 回答選択肢の概要

① 消極的 社外，社内に対する弁理士数のPR
活用

② 単純資格利用 純粋な資格活用（出願代理，面接
審査等）

③ 個人レベル 高い専門知識に基づく，個として
の高い業務処理能力

④ 組織レベルⅠ
有資格者としての立場や高い専門
知識からくる周囲への影響力（社
内知財研修の講師，法改正説明等）

⑤ 組織レベルⅡ
⑤高い専門知識に基づく戦略提言
への貢献（法改正に伴う対応の戦
略提言等）

最後に，各社が認識している人材多様化の視
点でのその課題（活用課題）を，幾つか予想さ
れうる選択肢（複数回答可）として，費用対効
果の課題～該当者の個人的課題～知財部門側の
組織的・構造的課題まで，幾つか予想されうる
選択肢（複数回答可）を挙げて確認した（表８）。

表８　企業弁理士活用課題に応じた選択肢

企業弁理士活用
課題 回答選択肢の概要

① 費用対効果Ⅰ 優遇措置によるコストの発生，優
遇措置に見合うだけの貢献がない

② 費用対効果Ⅱ
資格取得勉強時や継続研修参加等
による業務効率の低下（業務の絶
対時間，人繰りの問題）

③ 個人的課題 専門知識に偏ることによる，俯瞰
的視野の欠如

④ 組織的・構造
的課題Ⅰ

資格保有者の専門性を活用し，維
持向上させる（モチベーションを
持たせる）仕組みがない

⑤ 組織的・構造
的課題Ⅱ

他の製品担当や上位の業務への活
用の体制（ローテーション・育成
計画）がない

２）アンケート結果
アンケート結果によれば，企業弁理士「有」

と回答した企業は87％，また，今後の方向性と
して「増加」と回答した企業は35％であった。
なお，今後の方向性として「増加」と回答する
割合は，知財部門の規模が小さい方がより高か
った。更に，弁理士資格取得者に何らかの優遇
措置を設けている企業は74％に達していた。こ
れらを総合すると，一般的な傾向としては，企
業弁理士を増やすことに肯定的であると言える
であろう。
「活用レベル」の回答においては，図10のと
おり個人レベル（レベル③）と組織レベルⅠ（レ
ベル④）の選択肢が並んで最多であった。しか
し，組織レベルでの活用の中でもより高度と考
えられる戦略提言への貢献（レベル⑤）は少な
く，更に消極的・単純資格利用（レベル①，②）
の選択肢を挙げた企業も相当数あった。

一方，「活用課題」としては，図11のとおり
知財部門側の組織的・構造的課題（課題④，⑤），
即ち，弁理士資格取得者の更なる活用を阻む組
織的・構造的課題を示唆する回答が，全回答の
うち半数近くを占めていた。

図10　企業弁理士の活用レベル

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

①社外，社内に対する弁理士数のＰＲ活用

②純粋な資格活用（出願代理，面接審査等）

③高い専門知識に基づく，個としての高い業務処理能

力

④有資格者としての立場や高い専門知識からくる周囲

への影響力（社内知財研修の講師，法改正説明等）

⑤高い専門知識に基づく戦略提言への貢献（法改正に

伴う対応の戦略提言等）
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３）考　察
アンケート結果を総合して勘案すると，前記
の組織的・構造的課題がネックとなって，企業
弁理士（＝専門性を持った人材）を最大限活用
できておらず，結果，その効果が部門全体へも
波及しうる状態（レベル④，⑤）に至っている
とまでは言いきれない状況もあるのではないか
と推察される。
また，企業弁理士の活用において留意すべき
点として，「活用課題」での回答にて，知財部
門の規模が大きいほど，費用対効果の課題（特
に課題①）の選択肢を挙げる傾向が見受けられ
た。規模が大きな知財部門であれば必然的に企
業弁理士数も多く，人数が多ければそれだけ優
遇措置に伴う負担も増し，軽視できないものに
なっているのではないかと予想される。これか
ら企業弁理士を増やそうと考えている企業は，
この点には充分留意すべきであろう。
弁理士数は全体として増加傾向にあり，その
中でも特に企業弁理士が増えつつある。弁理士
会のデータによると，2001年から2010年までの
僅か10年内で，1,000人以上も増加している３）。
つまりは，各企業レベルでも，企業弁理士が大
幅に増加している筈であり，この傾向は今後も
続いていくことが予想される。この状況の下，
引き続き会社として優遇措置を設け資格取得を
奨励，即ち，あくまで投資を続けるのであれば，
単に「個」としての資格活用に留まることなく，
人材多様化の観点からも部門全体へ波及効果が

生じることを目指す必要がある。その際，障害
となり得る組織的・構造的課題がないかどうか
自組織のセルフチェックを行い，課題が見出さ
れた場合は積極的に解決に取り組むべきであ
る。また，社内の良好な競争環境構築・モチベ
ーションのため，メリハリをつけた投資（例え
ば，活用レベル④，⑤など部門全体への波及効
果を与えた企業弁理士には投資するなど）を行
っている企業もあることから，参考としてみて
もよいかもしれない。

3．5　異部門経験者

わが国では長期雇用を前提としたいわゆる
「終身雇用制度」が中心的な役割を果たしてき
た。このため，「実務能力やマネジメント力と
いった個人能力の向上」，「組織の活性化」，「長
く同じ職種・職場を担当させることによるマン
ネリ化や社内外関係者との癒着防止」等のため
ローテーションが活発に行われてきた。一方で，
知財部門は総務，経理，購買等のスタッフ部門
と異なり同じ職場・職種を継続しても問題にな
ることは少なく，かつ専門性強化のため経験が
重視されることもあって，ローテーションにつ
いてはあまり語られることがなかった。しかし，
近年の知財部門の業務内容は拡大・多様化して
おり，知財部員にも専門性に加え，豊富な業務
経験が求められるようになってきている。この
ような状況において各企業の知財部門のローテ
ーションの実施状況を把握するためにアンケー
ト調査を実施した。
具体的には，知財部門内で担当職種を変更す

る部門内ローテーションと知財部門外の部署と
の異動を行う部門外ローテーションの実施状況
を確認した。部門内ローテーションについては
ローテーションを行っている職種とその目的
を，部門外ローテーションについてはローテー
ションを行う部門とその目的を確認した（表９）。

図11　企業弁理士の活用課題

0% 10% 20% 30% 40%

①優遇措置によるコストの発生、優遇措置に見合うだ

けの貢献がない

②資格取得勉強時や継続研修参加等による業務効率

の低下（業務の絶対時間、人繰りの問題）

③専門知識に偏ることによる、俯瞰的視野の欠如

④資格保有者の専門性を活用し、維持向上させる（モ

チベーションを持たせる）仕組みがない

⑤他の製品担当や上位の業務への活用の体制（ロー

テーション・育成計画）がない
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１）アンケート結果
アンケート結果（図12）によれば，75％の企
業が部門内ローテーションを実施していると回
答しており，かなり活発に行われていることが
わかる。また，部門内ローテーションを行って
いないと回答したのは中小規模の会社に集中し
ていた。ただし，規模が小さい組織では一人が
複数の業務を兼任する場合が多いため，形式的
なローテーションが不要であるという背景から
このような結果となったものと推察される。
一方，部門外ローテーションを実施している
企業は47％であり，部門内ローテーションの75
％と比較すると低い実施率になっている。ただ
し，産労総合研究所の調査によるローテーショ
ンの実施率は全体平均で25.0％，従業員1,000人
以上の企業に限定すると32.9％となっており，
アンケート結果を見る限りにおいては知財部門
の部門外ローテーションは平均以上に実施され
ているようである４）。
部門内ローテーションを実施していると回答

した企業に対しては，ローテーションを実施す
る職種と目的を確認した（図13）。
マネジメント層に対しては半数の企業がロー
テーションを実施しており，目的を「マネジメ
ント力の育成」としている企業が多い。また，
渉外・法務，特許実務，意匠・商標担当職では
「個人スキル強化」を目的としたローテーショ

ンが多い。更に，事務管理，調査担当職では「本
人適性にあった業務配置」を目的としたローテ
ーションが多い。一方で「部門活性化」を目的
としたローテーションは職種を問わずあまり実
施されていない。
これらの状況をみると，部門内ローテーショ

ンは個人の能力向上や適性を考慮して行うこと
がほとんどであり，人材の多様化による組織活
性化を意識したローテーションを行っている企
業は少ないようである。

表９　ローテーションを行う職種，部門，目的

部門内ローテーシ
ョンを行う職種

部門外ローテーシ
ョンの相手部門

ローテーションの
目的

・マネジメント
・企画・戦略
・法務・契約
・特許実務
・意匠・商標
・事務管理
・調査
・特許事務所
　（外部研修）
・  グループ会社の
知財部門

・開発・製造
・事業戦略
・  マーケティング
・商品企画
・営業・販促
・経理・財務
・総務

・  業務量調整/特
別な業務支援
・  マネジメント層
育成
・  個人スキルの強
化
・  本人適性にあっ
た業務の配置
・部門活性化
・その他

図12　ローテーションの実施状況

部門内ローテーションの実施状況

行っている

行っていない

規模別 小 規模別 中 規模別 大

部門外ローテーションの実施状況

行っている

行っていない

規模別 小 規模別 中 規模別 大

図13　部門内ローテーションの職種と目的

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

企画・戦略

渉外・法務・契約

特許実務

意匠・商標

事務管理

調査

特許事務所

グループ会社

業務量調整 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ育成 個人スキル 本人適性 部門活性化 その他業務量調整 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ育成 個人スキル 本人適性 部門活性化 その
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部門外ローテーションを実施していると回答
した企業に対しては，ローテーションの相手部
門と異動を行う目的を確認した（図14）。
最も多いのは「研究・開発部門」とのローテ
ーションで，目的としては「個人スキルの強化」
が多い。次いで「事業戦略・経営戦略部門」へ
のローテーションが多く，目的としては「マネ
ジメント力の育成」を挙げる企業が多い。一方，
営業・販促部門や経理，総務など他のスタッフ
部門へのローテーションはあまり実施されてい
ないようである。

２）考　察
アンケートによれば，①マネジメント層の育
成（部門内ローテーション，部門外ローテーシ
ョン），②個人スキルの強化（部門内ローテー
ション），③知財業務に必要な技術知識習得（部
門外ローテーション）を目的としたローテーシ
ョンが活発であり，一定の効果をあげていると
考えられる。一方で，人材多様化や活性化を目
的としたローテーションを行うと回答した企業
は少ない。つまり，各企業ともローテーション
を人材育成の手段と考えており，人材多様化の
側面からはローテーションはあまり活用されて
いないようである。
今後，ますます複雑化する知財業務に対応す
るためには多面的な視点で課題に対処できる柔
軟な組織を創っていくことが必要であり，技術
開発部門などの特定部門だけでなく幅広い部門

とのローテーションの検討が必要であろう。今
後，知財部門に必要とされる人材としては，経
営課題の把握力とこれに対する知財業務計画の
立案力，他社との協業や紛争時における交渉力，
勤務体系や人材の多様化に対する組織マネジメ
ント力，海外事業の組織立ち上げや海外知財問
題に対処するための基礎となるグローバル化対
応力などを備えていることが必要である。また，
こういった能力を備えた人材を増やしていくこ
とで組織全体の施策遂行力・課題解決力が高ま
ると考えられる。これらの能力の習得は通常の
知財業務や外部講習等だけでは不十分であり，
積極的に事業戦略，営業・販促，総務，海外と
いった部門での経験者を取り込むことが好まし
い。
一方で，このような人材をローテーションで
補充するのは現実には難しい場合も多い。そこ
で，通常の人事異動だけでなく，一定期間の他
部門異動も検討すべきである。すなわち，知財
部員に一定期間他部門で経験を積ませた後に知
財部門に戻すという手法である。このようなや
り方であれば，知財と他部門の知見を備えた優
れた人材の育成が可能であり，必ずしも異部門
の人間を転入させなくても組織の活性化につな
がるというメリットがある。具体的には，知財
部門に今後必要とされる知識を得られる具体的
な部署と候補者を選び，１～２年異動させその
部署での経験を積ませる。候補者は異動先によ
っても異なるが，一通りの知財業務をこなせる
レベルの人間が好ましい。知財部員が異動先部
門での業務を行う中で積極的にその部門内の知
財に対する意識が向上するよう働きかけること
で，会社全体として知財の意識を高めることが
できるというメリットも享受できる。また，相
手先部門からの人間を知財部門と交換で受け入
れるということも検討するとよい。他部門の人
間が知財部門で働くことで，知財部門に新たな
知識・経験の取り込みと意識改革が促進され，

図14　部門外ローテーションの相手部門と目的
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また，その人間が元の部署に戻った際に知財部
門との窓口となって部門間の連携を深めてくれ
るなどのメリットが期待される。

4 ．	多様性を活かすために

4．1　活用方向性と目的の明確化

以上のとおり，前章では５つの人材について
アンケートによる実態調査の結果も踏まえ，知
財部門としての人材多様性の有効活用には各人
材を個人的活用から組織的活用へ進化させるこ
とが必要であることを述べてきた。表10は組織
的活用のためのマネジメントのキーワードをま
とめたものである。

表10　組織的活用のためのキーワード

多様性人材 組織的活用のためのマネジメントキ
ーワード

①外国人 外国人と日本人が相互に影響

②女性 専門性，ロールモデル，WLBとやり
がい

③シニア スキルは組織に還元
単純な「現職継続」の回避

④企業弁理士
組織のセルフチェック（モチベーシ
ョン，育成計画，競争環境）
投資の選択と集中

⑤異部門経験者 組織の多様化・活性化の視点

まずここでは，人材を組織的活用へ進展させ
るマネジメントの参考例を紹介する５）。
下記の表11は，組織力高度化の観点から，人

材の活用レベルを一般論として段階的に表した
ものである。活用レベルについては，初期段階
の受容段階から，相互作用の生じる展開段階を
経て，組織的変革をもたらす発展段階へと移行
していくことになるが，企業がどの段階に位置
するかにより対応内容は異なるものと思われ
る。

表11　組織力高度化のための人材活用レベル

段階 知財部門の組織的活用のためのマネジメ
ント

フェーズ１

様々な人材を受け入れる（受け入れざる
を得ない）
この段階では，個々のアウトプットの集
合であり，内部摩擦などのマイナス要因
も顕在化し，効果的な組織運営にはいき
つけない

フェーズ２

異なる人材の能力が合わさってシナジー
を生みはじめる
この段階では，本来のダイバーシティが
実感され，組織的な効果が生まれ，さら
なるダイバーシティが期待，促進される

フェーズ３

適材適所のバランスを考慮した組織体系
ができる
この段階では，本来の個々のアウトプッ
トが合わさって，最大限のアウトプット
が達成される

外国人を例にとってみると以下のように対応
している。フェーズ１では，活用目的として知
財部門での不足スキルの補完や固有スキルの情
報共有レベルに相当しているが，言語や外国文
化の違いによる摩擦などが課題として挙げられ
る。フェーズ２は日本人知財担当へのグローバ
ル視点の定着レベルに相当するが，意思疎通が
図られ新たな視点での業務運営が可能となる。
フェーズ３は知財部門の方針策定への参画レ

ベルに相当すると考えられ，組織的変革へも通
じるものと思われる。
ところで，外国人の場合，アンケート結果か

らは知財部門特有の課題はみられず会社全体の
共通課題であることは前述した通りである。で
は，何を目標に具体的にどうすれば良いのだろ
うか。
日本企業は多様性に欠け，外国企業は多様化

に富んでいると一般的に言われている。ただ単
に様々な人種がいれば自然に企業は多様化され
イノベーションが進むのであろうか。答えは
NOである。企業である以上，会社の利益を最
大限に追求する必要があり，そのために保有す
る人材を最適化せねばならない。また，企業の
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目指すレベルや企業体質により対応方法は大き
く異なると考えられる。
また，人材登用に関して，外国企業は「モジ
ュール型」で日本企業は「すり合わせ型」とい
う表現がある。「モジュール型」とは，必要な
ときに必要なものをあてはめ，ダメだったらす
ぐ取り替えるといった発想である。外国人はす
ぐ転職してしまうという負の発想はなく，いつ
辞めても対応可能なようにマネジメントしてい
るのが実態であろう。これに対し日本企業は，
「すり合わせ型」すなわち日本人とうまく融合
するよう環境に配慮し気を使う傾向がある。企
業を効率的に運営するにはやむなしとも思われ
るが，逆に外国人の同質化が進み多様化が進ま
ない一因になっている可能性がある。ただし，
「すり合わせ型」を否定するわけでなく，会社
の目指す方向性によってどちらも有りというこ
とに注意する必要がある。それもいずれかの１
／０ではなく，どうバランスさせるかが実際で
あると考える。大事なことは，目指す方向性を
明確化しそれを各組織が共有することである。
方向性が明確化されないまま多様化を進めると
外国人が増えたのはいいがトラブルばかりでい
いことが無いという状況に陥りかねない。
上記を踏まえ知財部門にあてはめるとどのよ
うな対応が考えられるだろうか。
まずは，目的を明確化すること。
将来的に現地とのブリッジパーソンとして活
躍してもらうことはよくあるケースである。外
国企業との交渉（特許係争や契約交渉），外国
拠点での発明創出に伴う発明者との調整（現地
発明の権利化），現地の裁判官・審査官・代理
人との調整などが想定される。日本国内で従事
することにより，日本人との違いについて身を
もって感じてもらい，その苦悶し得た暗黙知の
知見を外国拠点で活かすことである。いわば「す
り合わせ」結果を外国拠点にて「モジュール」
することにより新たな効果を生み出す考え方で

ある。
一方，外国専門スキルの補填であっても，更

に上の段階，すなわち組織的効用まで目指すか
否かはっきりさせることが重要である。企業の
置かれた状況により必ずしも上の段階に進むべ
きとは言い切れない。例えば，中国人弁理士の
採用により中国特許実務を強化したとして，後
に退職しても業務継続が可能なようなマネジメ
ント，いわゆる「モジュール型」も併用するこ
とも考慮すべきである。必ずしも本人が上のレ
ベルを望むとは限らず，一過性のものだとして
も，結果として成果が見出せれば十分というケ
ースも有り得る。ただし，キャリア形成やポス
トの問題も大きく影響しているので，更に上の
レベルを目指すためには人事環境の整備も必要
である。勿論，知財部門だけで解決できる問題
ではなく会社全体の方針によるところが大き
い。
目的を明確化した上で，本人の意思との整合

性を図ることがマネジメントの第一歩である。
その上で，周囲の受け入れ環境などを整備し，
コミュニケーションをよくとりマネジメントし
ていくことが重要となる。特にラインマネジメ
ント，すなわち，外国人の部下を持つ上司の役
割は非常に大きく，その重責も大きいものと考
えられる。
上記は，外国人を例にとり，マネジメントの

一例を示したが，女性やシニアをはじめ多種多
様な人材に対しマネジメントの手法もまた多種
多様であろう。ここでは，まず組織の基礎とな
る人材を個人的活用から組織的活用に進めるこ
とが，知財部門としての活用・効果を引き出す
ために必要なこととしてマネジメント例を説明
した。

4．2　		野球チーム型人材活用からオーケス
トラ型人材活用へ

前章では個々の人材の組織的活用のための方
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策について述べた。だが，個々の視点だけでよ
いのだろうか。知財部門にはこれら多様な人材
がそれぞれ独立して存在しているのでなく，混
在しているのであるから，その中で知財部門全
体として人材活用をどのようにすべきかについ
ても考えておかねばならない。また，５つの人
材の切り口で説明してきたが，実際には数多く
（個人ごと）の多様な人材が混在している。こ
のような状況下における人材活用マネジメント
のあるべき姿を検討した。分かりやすくするた
めイメージ化しその概念を説明する。
ここで，多様な人材の活用イメージとして直

感的に思いつくのは，チーム一丸となって勝利
を目指すチームスポーツの分野かもしれない。
このチームスポーツの一例として，野球を取り
上げて考えてみよう。野球には９人のフィール
ドプレーヤーがおり，守備においては守備位置
（フィールドのどこをカバーするか，どのポジ
ションの選手と連動するか等），攻撃において
は打順とその役割がおおよそ決まっている。速
い球を投げることができコントロールも優れて
いるプレーヤーがいたとすると，おそらく守備
ではピッチャーを任せられることになるだろ
う。打撃が上手く長打を期待できるプレーヤー
には，攻撃ではクリーンナップを担うことにな
るだろう。足が速いプレーヤーがいたとすると，
攻撃では１番打者を務め，守備ではフィールド
を広くカバーする外野手を務めることになるだ
ろう。このような具合に，その人材それぞれが
持つ能力に応じ，適材適所に配置して活用し，
勝利という結果を出すことを考える。これらを
決めていくのが監督の役割である。ここで，監
督を部門長に置き換えてみれば，これが正に多
様な人材の活用例を表しているようにも思えて
くる。
しかし，このようなスポーツの分野では，ど

のプレーヤーも必ず何らかの能力に秀でている
のが前提である。また，場合によりある個人が

その能力を発揮すれば組織として結果を得られ
ることもある。例えば，前記した野球において
は，ピッチャーが群を抜いて優れており，相手
打者が当てることもできないような状態であれ
ば，チームとして負けることはなくなる（おそ
らく勝つことができる）。このような，いわば
能力主眼の部分補完型ともいえる例が，今回検
討したような，知財部門における多様な人材（外
国人，女性，シニア，企業弁理士，異部門経験
者）の活用例として相応しいものであろうか？
我々は，知財部門における多様な人材が活用

された姿の理想形は，チームスポーツではなく，
オーケストラであると考えた。オーケストラで
は，楽曲により多種多様な楽器とその使い手が
必要で，それぞれが持つ音色がハーモニーを奏
でることにより，聴衆を魅了する。ここで，バ
イオリンやピアノの旋律が，それぞれ単音では
幾ら美しい音色であっても，他の音とハーモニ
ーを生まなければ，全体としては単なるノイズ
（不協和音）となってしまう。また，大太鼓や
シンバルのように単音ではさほど美しさを感じ
ない音であっても，ハーモニーを生むには欠か
せない音色となるものもある。指揮者（＝部門
長）は，楽曲（＝企業方針，部門方針，目的）
に従って，多種多様な楽器とその使い手（＝人
材）を集め，そのハーモニーを追及するのであ
る。楽団の規模により，ミニからフルまで様々
な規模や組み合わせがある（たとえば四重奏や
ブラスバンド等も有り得る）が，複数の音色が
ハーモニーを奏で，聴衆を魅了するという目的
は同じである。場合によっては，今そこにある
だけの楽器とその使い手に基づき，規模や組み
合わせを工夫したり，楽曲を適切にアレンジし
たりして，美しい演奏を達成するのもまた指揮
者の努めであろう。
部門長は，ハーモニーにより全体総合力を高

める，このオーケストラのイメージを持って多
様な人材の活用を進めるべきである（全体総合
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力マネジメント）。この活用マネジメントには
部門長の役割が大変大きい。

4．3　人材多様性Mixマネジメント

それでは，多様な人材を束ねてできあがる組
織としての多様性をどのようにマネジメントし
ていけばよいのだろうか。ハーモニーによる全
体総合力マネジメントのひとつの手段として人
材多様性Mixマネジメントを提案したい（図15）。

知財部門のパフォーマンスを最大限にあげる
ためには，目的にあった能力を持つ人材を組み
合わせてベストな組織やチームを作ることを考
えるが，その際に多様な人材を当てはめる視点
を入れてほしい。能力多様性と人材多様性を加
えることである。つまり，人材多様性の視点を
加えることで，そのチームにとって新たなシナ
ジー効果やイノベーションが期待できると考え
る。さらに，多様な人材がチームに参画し，交
わり影響しあうことで知財部門全体としての組
織的活用レベルが進化すると考える。
なお，上述のように人材多様性をMixさせた
組織やチームを構成しても，一定期間同じよう
な環境で活動していると，個々の多様性が均質
化されていく。これでは組織への多様性効果の
波及が薄まり，知財部門の成長が鈍化するとい
う面が心配される。そこで，一定期間が経過し
たら意図的・計画的に多様性構成を見直すこと
も勘案すべきと考える。新たな環境にすること

で，個人も組織も持続的に成長できるものとな
る。こうすることで，構成員のベクトルが揃い
すぎているが故に起こる進化の停滞を突き破
れ，知財部門の組織力が進化し続けることにな
ると信じる。また，これを進めることで，従前
から言われてきた知財組織での危機感醸成やた
こつぼ組織脱却にもつながると信じている。
人材活用に多様性活用の視点を明示的に入れ
たマネジメントを行う。社会的な要請から一歩
進んだ攻めのマネジメントこそ，知財部門に今
求められている多様性人材活用ではないだろう
か。

5 ．	おわりに

組織における人材多様化は経営環境，社会環
境が激しく変化する現在において多面的な視点
で解決策・イノベーションを導く有用な手段の
一つである。以上論じてきたように知財部門（知
財業務）の中でも多様な人材の活用は進展しつ
つあるが，個人レベルの人材活用を組織レベル
に活用レベルを高めていくことが今後ますます
重要であり，そのための人材マネジメントが必
要となってくる。
事業の競争力強化に対して，知財面での競争

力強化も不可欠である。知財部門として先に述
べたとおり，外国人，女性，シニアなど人材多
様性を持って組織的活用レベルを進化させれ
ば，事業に貢献する知財業務を実行することに
つながるものと考えるので，積極的に推進して
ほしい。
このように事業貢献を目的として人材多様化

を推進して女性，シニアなどの登用や活躍を促
進することは，結果として企業の社会貢献（CSR）
にもつながることとなり，企業，知財部門の継
続的な発展にも効果を奏することとなる。
最後に，知財部門においてもダイバーシティ

化の波は避けられない。これを受け身でとらえ
るのでなく，積極的に多様性人材の活用マネジ

図15　人材多様性Mixマネジメント
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メントを推進してほしい。当初は多様な人材が
交じり合うため色々な課題や失敗が生じること
が予想されるが，それをおそれず，乗り越えて
知財部門がダイバーシティの先進組織となるよ
う，取り組んでほしい。
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